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１. 趣旨 

この奨学金制度は、意欲が高くても経済的事情により修学が困難である者に対して

奨学金の給付事業を行い、もって自分の夢を未来につなげる人材の育成を推進するこ

とを目的とする。 

 

２. 応募者の資格および条件 

（１） 資格 

日本国内に居住する者で、学校教育法第一条に規定する北海道地方及び東北地方の

国公立大学、私立大学、短期大学、大学院に在学している者（２０２７年３月卒業見込

者を除きます。）のうち、経済的事情により修学が困難で学資の支弁が困難と認められ

る者。 

なお、２０２６年度の募集に関しては、２０２７年３月卒業見込者のうち大学院へ進

学する者は対象に含めるものとします。 

 

（２） 条件 

ア）品行方正で学術が優秀であること 

イ）明確な目的意識をもち、努力を続ける意志があること 

 

３. 奨学資金給付期間 

奨学生として採用されたときから在籍する学校の正規の修学期間 

（卒業予定月日を応募書類で明記すること） 

ただし、修士課程外で留学を予定している場合は、留学期間に係る奨学金の給付を休

止いたします。 

 

４. 奨学金給付額 

年間３６万円（返済不要） 

 

５. 募集定員 

１０名程度 

 

６. 応募方法 

(１)  申込は、当財団所定の申請用紙に必要事項を記入し、郵送による方法で受付けま

す。なお、申請書類は、当財団のホームページからダウンロードできるほか、郵送

での請求も可能です。 

   応募に際しては、別添の募集要項Q&Aもご覧ください。 

 



 
 

(２)  提出された書類は返却いたしません。当財団の個人情報保護方針に従い、適正に

処理いたします。 

 

（３） 提出書類（個人情報は適切に管理し、選考目的以外で使用しません） 

① 申込書（写真付） 

② 誓約書 ※ 

③ 作文（直筆：テーマ「社会貢献」）  A4サイズ 400字詰原稿用紙 2枚以内 

         タイトル、学校名、学年、氏名を記入のこと。 

④ 成績証明書 

⑤ 口座届 ※         

※ 申込書内に所定の記載欄を設けています 

 

７. 申込期間 

２０２６年７月１日（水）～ ２０２６年９月３０日（水）当日必着 

 

８. 選考方法 

奨学金給付対象者は、当財団の選考委員会において、出願書類による審査を通過し

た者を対象とする面接審査を経て候補者を選考し、当財団理事会において承認の上決

定いたします。 

書類審査通過者に対する面接審査については２０２６年１１月２３日(月)、宮城県

仙台市での選考を予定しています。 

 

   ご応募に際しては、ご自身のスケジュールを事前にご確認いただきますようお願い

申し上げます。 

 

９. 結果通知 

採否に関わらず、一次審査結果は２０２６年１１月上旬を目途に、郵送又は奨学生申

込書に御記載頂いたアドレスにメールもしくは書面にて通知いたします。但し、審査結

果及び審査理由等には一切お答えいたしかねます。 

 

１０．他の奨学金制度との併願・併給について 

   自治体の育英事業奨学金制度、独立行政法人日本学生支援機構の奨学制度との併願・

併給は認めますが、この場合出願申請書類に明記願います。 

 

１１．支給方法 

   年２回に分割し、原則として、毎年９月末と３月末にご本人名義の口座に振込みます。 

ただし、第１回目の支給は２０２６年１２月末を予定しています。 

   本人以外の名義の口座には振込みができません。 

 

１２．受領書の提出 

   奨学金受領後に受領書を提出願います。 



 
 

 

１３．報告および届出事項 

（１）報告 

    学期末毎に、成績証明書、生活状況報告書を提出して頂きます。 

 

（２） 届出事項 

    休学、転学、退学、長期欠席、停学、留年、大学院進学、その他の処分、氏名・住

所等の変更については適時財団へ報告して頂きます。 

 

１４．奨学金の休止、停止、返還請求 

傷病のため成業の見込みがなくなった時、学業成績又は素業が不良になった時、奨学

金を必要としない理由が生じた時、奨学生として適当でない事実があった時、学籍を失

った時、届出義務を怠った時、申請書類の偽装など、理事会の決議により奨学金の休止、

停止、または返還請求を求めることがあります。 

 

１５．辞退 

   辞退願の提出により、いつでも辞退できます。 

 

１６．個人情報の取扱い 

(１)  当財団が、応募書類から得た応募者の個人情報は、奨学給付対象者の選考、審査

結果の本人への通知など、選考業務に限定して使用いたします。 

 

(２)  奨学給付対象者の実績人数は、当財団のホームページに掲載するほか、内閣府へ

報告いたします。 

 

１７．注意事項 

この要項に記載してある事項につき不明の箇所、又はこれ以外で疑問がありました

ら、公益財団法人クロサワ育成財団 事務局までお問い合わせください。 

 

１８．申請書類提出先・連絡先 

公益財団法人クロサワ育成財団 事務局 

〒104－0061 東京都中央区銀座 6-9-2 クロサワビル 11F 

  Tel：03－6281－5140 

Mail：ikusei@kuroswfound.or.jp 

Web：https://kuroswfound.or.jp 
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